
様式第１号（令和８年４月適用）

8 月 4 月 3 日

１　次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定

同法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届け出済み

： 年 月 日

： 年 月 日 年 月 日

２　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定

同法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局へ届け出済み

： 年 月 日

： 年 月 日 年 月 日

３　ワークライフバランスに資する制度の導入等

①女性の登用実績

女性の役職者の増加率： ％ 役職者に占める女性の割合： ％

②男性の育児休業実績

期間中の育児休業(14日以上）取得男性従業員数： 人

③仕事と家庭の両立に資する制度等

ア　育児休業 5

イ　出生時育児休業 2

ウ　介護休業

エ　子の看護等休暇 1 2

オ　介護休暇 1 2

カ　子を養育する従業員を対象とした措置 2

キ　柔軟な働き方を実現するための措置 1

ク　介護をする従業員を対象とした措置

④職場環境づくりの方針

※一般事業主行動計画の策定に付随して行う当該行動計画の周知、公表のための措置は除きます。

○

○

法定の内容・水準
での導入該当　ａ

※別紙の細区
分項目に「△
法定未満」及
び「×制度な
し」がない場
合に、法定の
内容・水準で
の導入該当と
します。

重点対象項目・内容 該当
項目

点数

（着色欄の該当する箇所に年月日、数値、記号番号を記入するとともに、右の該当項目欄に○を付けてください。）

5
届 出 日

男女共同参画職場づくり調査票

事 業 者 名 提出年月日□□□□□□株式会社 令和

計画期間

届 出 日 令和 6 10 5

～

○ 5

～

令和 11 9 30計画期間 令和 6 10 1

10過去３事業年度中に、１４日以上の育児休業（出生時育児休業を含む。）を取得した男性従業員が
１人以上いること。

2

３①～
④のう
ち２つ
以上に
該当す
る場合

○女性の役職者（係長相当職以上）が過去２年間で１０％以上増加し、又は現時点で役職者に占める
女性の割合が３０％以上であること。

○育児・介護休業法に定める内容・水準で次のアからクまでの全ての制度、措置等を導入した上で、
いずれかについて法律の規定を上回る内容としていること。

○企業の方針として、女性の能力の活用が不可欠である旨の考え方があり、その考え方が明文化さ
れ、管理職をはじめ、従業員に周知されていること。

○

33.3

○

法律の規定を上回る項目の番号　ｂ
（別紙の「◎法定超え」の項目）

○

○

○

○

育児・介護休業法に定める制度、措置等

○

○



様式第１号別紙（令和８年４月適用）

年 月 日

年 月 日

年 月 日

ア　育児休業（出生時育児休業を除く。）に関する法定事項、その規定（導入）状況

１　１歳までの子を養育する者を対象としていること。 6 ２条１項 3 １条１項

２　父母共に育児休業を取得する場合には、子が１歳２か月まで取得できること。 8 ２条２項 3 １条２項

３　一定の場合には、子が１歳６か月まで取得できること。 8 ２条３項 3 １条３項

４　一定の場合には、子が２歳まで取得できること。 8 ２条５項 3 １条５項

５　子が１歳までの育児休業は２回までの申出（分割取得）ができること。 10 ３条２項 3 １条８項

６　子が１歳６か月までの育児休業の申出は１回限りであること。 10 ３条３項 3 １条８項

７　子が２歳歳までの育児休業の申出は１回限りであること。 10 ３条４項 3 １条８項

イ　出生時育児休業に関する法定事項、その規定（導入）状況

１　２回に分割した申出（分割取得）ができること。 16 ７条２項 4 ２条３項

２　分割取得する場合は、２回分をまとめて申し出ること。 16 ７条２項 4 ２条３項

３　合算して４週間（２８日間）までの取得ができること。 18 ９条１項 4 ２条３項

ウ　介護休業に関する法定事項、その規定（導入）状況

１　対象家族１人につき３回までの申出（分割取得）ができること。 24 11条２項 4 ３条１項

２　対象家族１人につき合算して９３日までの期間の取得ができること。 26 13条１項 4 ３条１項

エ　子の看護等休暇に関する法定事項、その規定（導入）状況

28 14条１項 7 ４条１項

28 14条１項 7 ４条１項

オ　介護休暇に関する法定事項、その規定（導入）状況

30 15条１項 7 ５条１項

30 15条１項 7 ５条１項

カ　子を養育する従業員を対象とした措置に関する法定事項、その規定（導入）状況

32 16条１項 7 ６条１項

38 19条１項 9 ９条１項

キ　柔軟な働き方を実現するための措置に関する法定事項、その規定（導入）状況

ク　介護をする従業員を対象とした措置に関する法定事項、その規定（導入）状況

１　３年間で２回まで利用が可能な次のいずれかの措置を講じていること。

　　いずれも厚生労働省サイト　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

2項

6項

4項

3項

1項

1項

1項

1項

1項

1項

2項

1項

2項

2項

1項

　【対象措置】
　　⑴所定労働時間６時間への短縮措置、⑵フレックスタイム制、⑶始業・終業時
　　刻の繰上げ・繰下げ、⑷介護サービス費用の助成その他これに準ずる制度

*1　厚生労働省　都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
　　　就業規則への記載はもうお済みですか　～育児・介護休業等に関する規則の規定例～（令和７年２月作成）

*2　厚生労働省　都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
　　　育児・介護休業等に関する規則の規定例【簡易版】（令和６年11月作成）

21条 1項　【従業員が選択可能な措置】
　　⑴フレックスタイム制又は始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、⑵在宅勤務の措
　　置（テレワーク）、⑶所定労働時間の短縮措置、⑷養育両立支援休暇の付与、
　　⑸保育施設の設置運営・これに準ずる便宜の供与

48
～

51
21条１項

11
～

12

11条１項
11条解説

○法定水準 22条 1項

１　３歳から小学校就学までの子を養育する者を対象とした選択できる２つ以上の
　措置を講じていること。

42
～

46
20条１項 11 10条１項 ◎法定超え

　【２の代替措置】
　　⑴育児休業に準ずる制度、⑵在宅勤務の措置（テレワーク）、⑶フレックスタ
　　イム制、⑷始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、⑸保育施設の設置運営・これに
　　準ずる便宜の供与

２　３歳までの子を養育する者を対象とした所定労働時間６時間への短縮措置を講
　じていること。

◎法定超え 19条

３　上記２の育児短時間勤務の代替措置としての次のいずれかの措置を講じている
　こと。

40
～

41

19条の2
１項

10 ９条解説
○２で措置
しており、
代替は不要

２　要介護状態にある家族が２人以上の場合は、１年間につき１０日の休暇を付与
　していること。

◎法定超え 15条

１　小学校就学までの子を養育する者を対象とした所定外労働をさせない措置を講
　じていること。

○法定水準 16条

２　小学校第３学年修了までの子が２人以上の場合は、１年間につき１０日の休暇
　を付与していること。

◎法定超え 14条

１　要介護状態にある家族が１人の場合は、１年間につき５日の休暇を付与してい
　ること。

◎法定超え 15条

○法定水準 13条

１　小学校第３学年修了までの子が１人の場合は、１年間につき５日の休暇を付与
　していること。

◎法定超え 14条

○法定水準 9条

○法定水準 11条

○法定水準 7条

◎法定超え 7条

○法定水準 3条

○法定水準 3条

○法定水準 2条

◎法定超え 3条

○法定水準 2条 1項

○法定水準 2条 3項

○法定水準 2条 4項

規則規定例(*1)の規定 自社の相当規定

ページ･条項 簡易版(*2) 水準 該当条項

労働基準監督署の受領印の表示日 令和 7 10 5

３③の細区分（育児・介護休業法に定める制度、措置等）

※従業員10人未満で就業規則の届出義務がなく、現に届出を
していない場合は、左欄に未届出と記入してください。

制度、措置等を定める規則の名称 育児・介護休業等に関する規程

上記規則の最新の改正の施行期日 令和 7 10 1

重点対象項目３③の法定水準確認票

事　業　者　名 □□□□□□株式会社 確認日 令和 8 4 3



様式第２号（令和８年４月適用）

年 月 日

秋田県知事　宛て

〒 －

 建設工事  その他

年 月 日

人・ 人 人

－ －

男女共同参画職場づくりの取組について、次のとおり報告します。

（1）重点対象項目の該当状況（詳細は、添付の様式第１号及び同別紙のとおり）

１　次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定

２　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定

３　ワークライフバランスに資する制度の導入等

①　女性の登用実績

②　男性の育児休業実績

③　仕事と家庭の両立に資する制度等

④　職場環境づくりの方針

※ 該当する重点対象項目の「該当の有無」欄に○を付けてください。

（2） 建設工事入札参加資格審査における評点付与の希望 ※ どちらかに○を付けてください。

・評点付与を希望する ・評点付与を希望しない

【評点が付与される事業者】

○

○

　「県内に主たる営業所を有する建設工事に係る事業者」に対し、重点対象項目のいずれかに該当する場合（３
のワークライフバランスに資する制度の導入等については、①～④の４項目中２項目以上に該当する場合）に評
点が付与されます。

○

○

○

○

重　点　対　象　項　目 該当の有無

0101 01

合計

氏　　名 □□□　□□□ メ ー ル abcd-ef@ghijkl.mno.jp

常 時 雇 用 す る
労 働 者 の 数

男性 56 女性 17

0111

73

記入者
所属・職 □□部　□□課長 電　　話

業 種
※ 該当の業種に○を付けて
　 ください。○

許 可 番 号
（ 業 者 番 号 ）

秋田県知事　特・般－0　12345号
※ 県等から付与された番号
 　を記入してください。

直 近 の
事業年度終了日

令和 7 12 31

代 表 者
職 ・ 氏 名

代表取締役　　□□□　□□

本 社 所 在 地 001 0001 □□市□□□□□□１２番地３

事 業 者 名 □□□□□□株式会社

男女共同参画職場づくり取組報告書
令和 8 4 3


